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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（中村芳隆議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会派代表質問 

○議長（中村芳隆議員） 日程第１、会派代表質問

を行います。 

  質問通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 相 馬 義 一 議員 

○議長（中村芳隆議員） 敬清会代表、21番、相馬

義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） おはようございます。 

  ただいまの議場コンサート、大変穏やかに聞か

せていただきました。弦楽四重奏というと、私的

な個人的なお話で大変申しわけございませんが、

タイタニックの最後の船がこう沈没するときの四

重奏をちょっと思い出しながら聞かせていただき

ました。 

  大変すばらしい音楽を聴いた後での会派代表質

問となりますが、現実に戻りまして、どうぞよろ

しくお願い申します。 

  それでは、敬清会会派代表質問を行います。 

  まず、１項目めでございます。第２次那須塩原

市総合計画についてお聞きいたします。 

  「人と自然がふれあうやすらぎのまち那須塩

原」を将来像と掲げ、その実現に向けて策定した

第１次那須塩原市総合計画も、本年度をもって終

了します。 

  新市誕生後、栗川市長、阿久津市長、二人の首

長がこの総合計画に基づき、市政運営を行ってき

ました。その間、リーマンショックによる経済不

安や、3.11東日本大震災、さらにはそれによる福

島第一原子力発電所事故による放射能問題等、多

くの課題の中、市民の負託に応えようと全身全霊

を傾けるとともに、成果を残されました。 

  本年から君島市長が誕生し、市政を行うことに

なりますが、今後10年間のまちづくりの基本指針

となる「第２次那須塩原市総合計画」の策定に当

たっては、市民の皆様が夢を持って暮らし、那須

塩原市民であることを誇りに思えるような総合計

画としていただきたく、お伺いします。 

  ⑴第２次那須塩原市総合計画の進捗をお伺いし

ます。 

  ⑵３回程度、審議会が開催されたようですが、

どのような内容が審議されたかお伺いします。 

  ⑶今後の策定のスケジュールと、これからの審

議内容についてお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） おはようございます。 

  敬清会、相馬義一議員の会派代表質問にお答え

をいたします。 

  まず初めに、１の第２次那須塩原市総合計画に

ついて、順次お答えをしてまいります。 
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  初めに、⑴の第２次那須塩原市総合計画の進捗

についてでございますが、平成27年度から策定作

業に着手をしたところであり、現状では、庁内組

織による検討や市民アンケート、中学生・高校生

アンケートの実施などを経て、諮問機関である総

合計画審議会における調査・審議を踏まえ、10年

後を見据えた基本構想の案を取りまとめたところ

でございます。 

  次に、⑵の審議会でどのような内容が審議され

たかについてですが、平成27年度は審議会を３回

開催をしております。昨年８月に開催をいたしま

した第１回審議会におきましては、策定の方針、

人口ビジョンについてを、10月の第２回審議会に

おきましては、中学生・高校生アンケートの結果、

基本構想の骨子、まちづくりのキーワードについ

てを、そして平成28年３月の第３回審議会におき

ましては、市民アンケートの結果、第１次那須塩

原市総合計画の検証結果、基本構想の素案につい

て審議をいただいたところであります。 

  最後に、⑶の今後の策定スケジュールとこれか

らの審議内容についてですが、今後は前期基本計

画における基本施策の方向性や具体的な施策等に

ついて調査・審議をいただき、基本構想と前期基

本計画で構成をいたします、第２次那須塩原市総

合計画の素案を策定いたします。その後、パブリ

ックコメントや地域説明会、市議会議員の皆様と

の意見交換を踏まえ、最終案を審議会から答申を

いただきまして、平成29年３月の議会において議

決をお願いし、４月からの運用開始に向けてまい

りたいと考えているところであります。 

  以上、１回目の答弁とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） それでは、ただいまの

答弁をお聞きしますと、基本構想の案が取りまと

められたということでございます。 

  おおむね予定どおりの進捗という判断でよろし

いかと思いますが、それでちょっとお聞きします

が、第２次那須塩原市総合計画の策定方針という

のを以前お示しをいただいたかと思います。その

方針の中で、地方自治体には個性豊かで魅力があ

る地域社会の構築や、地域特性に即した地域課題

の解決が求められているとあります。今回の総合

計画における施策の具体的なイメージについて、

お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） お答え申し上げます。 

  個性豊かなまちづくりあるいは地域特性に基づ

く課題といったものに対して、具体的にどのよう

な施策を打っていくかというようなご質問だと思

います。 

  まず初めに、第２次総合計画につきましては、

本市の特性やあるいは時代の潮流、さらには市民

ニーズ、加えまして第１次総合計画の検証結果、

そういうものを踏まえた中で、現状におきまして

は、審議会の皆さんが中心になりまして、基本構

想の案を作成いただいたというようなところでご

ざいます。 

  その基本構想の中で、自然との共生あるいはま

ちの安全・安心、快適で便利な生活、まちの生活

向上、まちの持続的発展などなど、８つの基本政

策というのを掲げております。 

  今後はこの基本政策に沿いまして、基本計画と

いうものを策定していきます。その中で、具体的

な施策やあるいは事務事業といったものを企画、

立案していくことになりますので、具体的なイメ

ージはその中でお示しさせていただくような形に

なると思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 
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○２１番（相馬義一議員） 今のお話ですと、８つ

の基本政策を掲げているということでございます。 

  その中の今の答弁の中で、本市の特徴、時代の

潮流、市民ニーズという３つの言葉が出たかと思

います。そのほかに第１次総合計画の検証という

のがありましたが、３月のこの会派代表あるいは

一般質問の中で市長の答弁の中に、その本市の特

徴、特徴というか、本市のいいところだと思いま

すが、その件について、地域資源、まだまだ掘り

起こすところがあるのではないかというご答弁が

あったかと思います。その辺についてもし市長の

考えがございましたら、お伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 再質問がございました。 

  ３月の第２回の定例会の中でもお話を申し上げ

ましたが、この那須塩原市、大変恵まれたものを

たくさん持っているということでございます。 

  まず１つは、交通の至便、利便性が高いという

ことですね。それから、農観商工バランスがとれ

た、そういった産業構造を持っているということ

であります。 

  この２つを、私ども那須塩原市の大きな魅力と

して、これからもまた磨いていきたいというお話

を申し上げたかと思いますけれども、まだまだ発

掘されないすばらしいものがこの那須塩原市には

埋もれているだろうというふうに思っております。 

  第２次の那須塩原市の総合計画を策定していく

中で、こういったものをさらに発見をし、磨きを

かける、ブラッシュアップしていくと、そういっ

たことで将来の那須塩原市がもっともっと発展で

きるのではないかなというふうに思っているとこ

ろであります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） ただいまのご答弁です

が、交通の要衝であるとか、それは以前の元の多

くの市長さんたちもこのような発言はされており

ました。 

  あえてお伺いします。 

  那須塩原市は、近隣市町とは言わなくてもいい

ですけれども、逆に劣って、劣っているという言

葉が正しいかどうかはあれですが、ちょっとその

辺について、気づいた点ございましたらお伺いし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 強いて申し上げれば、私は本

当は個人的には劣っているものはないなと思って

おりますが、残念ながら、いろんな点を持ち合わ

せているものを、まだまだそれを使い切っていな

い部分がたくさんあるんだろうというふうに思っ

ています。 

  これらの点について、私はもっともっと努力を

し、職員と一緒に那須塩原市のそういった持って

いる魅力を十分に、これから栃木県そして全国に

発信をしていきたいなというふうに思っておりま

す。 

  決して劣っている点は私はないとは思っており

ますけれども、その点はご理解いただきたいと思

います。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） あえてお聞きしました。 

  私もそう思っております。大変災害等にも強い

ところでもありますし、以前からお話あるように、

大変、高速道路あるいは新幹線を含めまして交通

のかなめでありますから、非常によいところが多

くある。 

  しかしながら、まだまだ市長の考えとしては、

発掘されていない部分があるという考えでござい
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ます。 

  これを第２次の総合計画に当たりましては、そ

の辺も含めまして、しっかりと取り入れた計画を

策定していってほしい、そのように思います。 

  進捗状況については、以上でございます。 

  ⑵の審議会の件でございます。 

  ３回の審議会を開催をされたと。平成27年の８

月、10月、３月とそれぞれの会議の中で、それぞ

れの会議を持っているわけでございますが、８月

においてはこの人口ビジョンなども話されたよう

でございます。 

  この中で、私ども行政視察等を対外的に行った

場合に、那須塩原市は11万7,000人の市でありま

すというふうに発表をしておりますが、先日、下

野新聞の記事によりますと、11万6,600人ぐらい

ですか、そのようになってまいります。やはり、

人口が残念ながら減り、減少の方向に向かってい

るという、その辺もしっかりとこの審議会の中で

は検討されていると思います。 

  この３回の内容については、おおむね理解はす

るところでございますが、改めて施策方針でも示

されていますが、その審議会、審議会以外の検討

組織というのがあるかと思います。あるいはその

市民の参画ということを訴えておりますが、改め

てこれはお伺いをいたします。どのようなものが

あるのか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 審議会以外の検討組織が

どのようなものがあって、どのような審議がなさ

れたかという点と、あとは市民参画というような

ところでのお尋ねだと思います。 

  まず、審議会以外の組織といたしましては、庁

内に副市長をトップといたします、構成は部長級

で構成するということになりますが、総合計画策

定委員会というものがございます。また、企画部

長をトップとした幹事課長で構成いたします幹事

会、そして各部ごとに専門部会あるいはワーキン

ググループといったものを設置しておりまして、

こちらの中で総合計画の原案というんですかね、

そういうものも策定作業を進めている、また今後

進めていくということでございます。 

  また、市民参画の取り組みにつきましては、昨

年度は、先ほど市長も答弁申し上げましたが、市

民アンケート、中学生・高校生のアンケート、さ

らには市民ワークショップといったものを実施し

ております。今後につきましても、パブリックコ

メントあるいは地域に出向いていって地域に対す

る説明会、そういうものを進める中で、総合計画

の策定に当たりましては市民の皆さんのご意見と

いうものを広く広く集積する、集めるような形で

策定に向けてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） この件についても策定

方針の中に記載されておりますので、理解はして

いるところでございます。 

  それでは、一点お聞きします。 

  第１次の那須塩原市総合計画の検証結果につい

て、その概要等についてちょっとお示しできるこ

とがあれば、お示しをお願いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 第１次総合計画の検証結

果ということでございますが、こちらにつきまし

ては、市民アンケートの結果といったところと、

あとは第１次総合計画の今現在進行していますの

は後期基本計画というものになりますので、その

進捗状況との２つから検証をさせていただいたと

いうようなところでございます。 
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  まず、市民アンケートの結果でございますが、

こちらにつきましては、41の基本施策といいまし

て、例えば自然環境の保全・活用であったりとか、

児童福祉の充実あるいは生涯学習の推進、市民協

働のまちづくり等々、41の基本政策がございまし

て、これらについて重要度と満足度といったもの

を市民アンケートで聞かせていただいております。 

  その中で特に問題となりますのは、重要度が高

いのに満足度が低いという施策だと思います。こ

ちらにつきましては、６施策ございました。具体

的には、地球環境の保全、児童福祉の充実、体系

的な道路網の整備、そして雇用・就労環境の充実

等々でございます。 

  これらの６施策については、やはり市民の皆さ

んの声ということで、次期総合計画の中にも積極

的に反映してまいりたいというふうに考えている

ところでございます。 

  また、後期基本計画の進捗ということにつきま

しては、具体的な施策に対しまして数値目標とい

うものを設定しておりまして、その達成がどうだ

ったかというようなところをチェックしたという

ことでございます。 

  こちらにつきましては、全体で200施策ござい

ます。その中で、目標を達成したあるいはおおむ

ね達成したというものが約62％に当たっておりま

す。また、現在進捗している、現在進行形だとい

うものが21％、そして計画の策定時の現状値から

動きがなかったというものが約17％となっており

まして、進捗が見られない施策につきましては、

数値目標のつくり方あるいは目標項目が正しかっ

たのか等々も精査しながら、２次計画のほうに反

映してまいれればというふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 重要度が高いのに満足

度が低い、今初めてお聞きしますが、優先改善施

策となっていますよね、６施策。これはただいま

ご説明いただいたので了解しますが、そのほかに、

計画策定時の現状値から動きがなかったというの

が17％という、まずその内容的にはこの数字が正

しかったかどうかということをこれから検証する

ということですが、この17％というのが総合計画

の中で多いのか少ないのかというのは、まずその

感覚で結構です、それが１つと、この17％に当た

ったものはそれは何なのか、ちょっとそれについ

てお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 目標が達成し得てない施

策が約２割弱でございますが、あるということに

関しては、多い、少ないかという話をさせていた

だければ、我々としては、これを限りなくゼロに

していかなくてはならない立場からすれば、若干

多いのかなというのが率直な感想でございます。 

  そんな中で、どんな項目かと申しますと、何点

かエグザンプルという形で出させていただきます

が、消防団の充実・強化ということで、消防団員

数の数なんかも、やっぱり目標としましては

1,435人というものを目標に掲げたところ、1,280

人台でとどまっているとか、あるいは文化団体の

育成あるいは文化協会の会員数なんていうところ

につきましても、目標値といたしましては1,500

人という数を設定しておりますが、それについて

実際は文化協会の会員者の数というのは1,200人

にとどまっているとか、こんなようなところが代

表的な事例としてはあるということで、ご承知お

きいただければと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 当然ながら、この第１

次総合計画をつくるときにもいろいろと審査した



－41－ 

中での総合計画でございます。17％が多いかどう

かというのは、私も判断しがたいところがありま

すが、今の部長の答弁ですと、ゼロにしたいとい

うのが、当然ながらそうですよね。そのような、

この第２次総合計画についてもそのような計画を

策定してほしい、そのように要望をいたします。 

  それでは、⑶のほうに移りたいと思います。 

  今後の進め方でございますが、今後は第２次那

須塩原市の総合計画の素案の作成をして、29年、

来年の３月の議会で議案として上げ、４月からで

きれば施行したいという、今、答弁がございまし

た。 

  その中の答弁の中で、議会との意見交換等をす

るという発言があったかと思います。どのような

方法で議会との意見交換をするのか、お伺いをい

たします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 今議会の初日に、総合計画の

審査特別委員会を設置をしていただいたところで

ございます。そちらのほうに私どものほうから案

を提案させていただいて、この委員会の中で審議

をいただくということで考えているところであり

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） そうですね、初日に議

会のほうの特別委員会も設置されたところでござ

います。そこでしっかりと提案をしていただけれ

ばと思います。 

  またその中で、先ほどの答弁の中でパブリック

コメントや地域説明会を開催するというお話がご

ざいました。特にこの地域説明会についての方法

について、どのような方法を考えておられるのか、

それについてお願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 地域説明会につきまして

は、素案をつくった段階で黒磯地区、西那須野地

区、塩原地区の３地区におきまして、それぞれ開

催させていただいて、市民の皆さんのご意見を賜

ってまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 当然ながら、１市２町

が合併しているわけですから、この３地区という

のは常に、何の説明会あるいは市政懇談会ですか、

我々も議会報告会においても、この３つというの

はどうしてもこう区切られてしまう。 

  そういう中で、３つの中に説明するという会場

的にはお幾つぐらいを検討されていますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 会場につきましては、そ

れぞれの地区の代表的な公民館あたりを活用させ

ていただいて、そちらを会場としてやっていきた

いなというふうに思っています。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） そうしますと、またあ

れですが、黒磯は黒磯地区１カ所、西那須野地区

は１カ所、塩原地区は箒根と向こう、湯本という

んですか、という形になるのかと思いますが、そ

ういう感覚でよろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 議員が今お話しいただい

たような感じで、我々も進めていきたいなと思っ

ています。 

  その後ろ根拠といたしましては、前回の１次計

画をつくるときも同じような説明会というのを開

催しておりまして、そのときがやっぱり各地区多
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いところで30名、少ないところで15名くらいの参

加だったということでございますので、そのくら

いの規模の会場を予定しているということでござ

います。 

  ただ、この数に満足してはいけませんので、し

っかりとＰＲして、市民の皆さんに多く説明会の

ほうに参加していただく、そんな仕掛けはしっか

りやらせていただきたいなと思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） この第２次の那須塩原

市総合計画、策定をただいましているところでご

ざいます。１から３番までいろいろお聞きしたわ

けです。 

  私、一番最初の前文でもお話ししましたが、市

民が夢をもてるようなまちづくり、あるいは那須

塩原市民であるということを誇りに思えるような

まちづくり、そのようなまちづくりを、新しく君

島市長が誕生したわけでございます、そういう中

でしっかりとつくり上げていってほしい、そのよ

うに思います。 

  当然ながら、この後、市政方針の中でもお聞き

しますが、いわゆる子どもたち、特に子どもたち

が、もちろん子育てという意味でもそうですが、

子どもたちがこの将来、那須塩原市に戻ってこら

れるような施策といいますか、今の子どもたちが、

例えば10代の子どもたちがこの10年間の間には二

十幾つになるわけですから、当然ながら仕事の関

係でこちらに戻ってこられるような環境づくりの、

いわゆる総合計画の策定をしっかりと取り組んで

いってほしいということを申し上げ、この１項目

については終了したいと思います。 

  続きまして、２の市政方針についてお伺いしま

す。 

  ３月議会において、市長は市政運営に当たり、

市民の皆様と同じ目線で、公平・公正を旨とし、

市民優先の市政運営に取り組むと所信の一端を述

べられました。 

  会派代表質問で市政方針の応答がありましたが、

改めてお伺いするものでございます。 

  ⑴少子高齢化と同時進行する人口減少社会への

対策についてお伺いいたします。 

  ⑵人口や税収の増加が困難な時代に、近隣市町

と連携するとありますが、具体的にお伺いします。 

  ⑶市政運営に当たり、市民との連携が密になる

と思われますが、地域の代表である行政連絡員を

初めとする非常勤の方の報酬は妥当であると考え

ていますか、お伺いします。 

  以上、お願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ２の市政運営方針について、

順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の少子高齢化と同時進行する人口減

少社会への対策についてでございますが、本市の

人口は、国立社会保障・人口問題研究所が平成25

年３月に公表しました推計によりますと、平成27

年をピークに減少に転じると推計されております

が、実態としては、平成22年をピークに減少をし

ており、人口の減少化は確実に早まっている状況

にあります。 

  このような状況を受け、人口減少社会への対策

としては、私が公約に掲げました、総合的な結婚、

出産、子育ての支援施策や、国・県との協働によ

る雇用の場の創出などにより、人口減少克服と地

域の活性化に向けてまいりたいと考えております。 

  次に、⑵の近隣市町との連携の具体的な内容に

ついてですが、本市が中心市であります「那須地

域定住自立圏構想」や、本市が構成市として参加
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をしております「八溝山周辺地域定住自立圏構

想」において、共生ビジョンに基づく地域公共交

通ネットワークの確立、観光、物産等、地域資源

の活用、再生可能エネルギーの導入促進等の取り

組みを通して、市政運営方針で申し上げた、国や

県とのつながりをさらに深め、近隣市町とも連携

し、県北の中心都市となるべくまちづくりを進め

てまいりたいと考えております。 

  最後に、⑶の行政連絡員を初めとする非常勤の

方の報酬は妥当と考えるかについてですが、特別

職の職員で非常勤の者の報酬については、その特

別職の職員を主管する部署において、労務実態等

を勘案の上、議会での議決をいただき運用をして、

必要に応じて見直しを行うこととしております。 

  行政連絡員の報酬につきましては、均等割額と

班数割額及び戸数割額により算出をしており、そ

れぞれの行政連絡員が受け持つ地域の実態に応じ

た報酬額によりお支払いをしている状況にござい

ます。 

  １回目の答弁とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） この市政方針の質問に

当たっては、３月議会で各会派の代表の方が多く

の質問をされました。 

  まず、私が思うところでございますが、この市

長になられる方というのはおおむね３つぐらいの

人たちが、もともと全くの一般の方が、民間の企

業あるいは民間独自で仕事をやられていた方が市

長になられる方、あるいは議会それぞれの議会、

栗川市長、阿久津市長もそうでしたが、それぞれ

の議会議員をやられていてそれから市長になられ

る、それで、君島市長はそうでございますが、も

ともと行政にかかわって、行政の職員であって、

特に私が思うには、君島市長におかれましては、

副市長を含めまして40年ほどこの黒磯市、那須塩

原市にかかわってこられた方だと思います。 

  特に一番、私が議員になって思ったのは、合併

協議会等があって、この那須塩原市、１市２町の

合併が進んだ中の、その中での事務局長という形

の立場で、私が思うには、市民あるいはこの合併

に当たっての１市２町のそれぞれの考え方等々に

ついては一番、この中で一番理解をしている方が

市長になられたと私は思っております。 

  そのような市長ですから、市長になられて、３

月議会のその質問のご答弁において、私の思うよ

うなご答弁が少し足らなかったと、私はとりまし

た。 

  それは何かと申し上げますと、一つ一つの質問

の内容の中に、これからは市民との意見を聴取し

て、あるいは検討をして、あるいは今後精査をし

てというご答弁がちょっと多かったのではないか

と思います。 

  私が思うには、一番行政を理解している君島市

長だと私は思っておりますので、そのようなこと

を踏まえて、この質問を改めてさせていただきま

した。その辺を踏まえてご答弁をお願いしたいと

思います。 

  まず、⑴の少子化、高齢化と人口減少問題の中

で、人口の減少は確実に早まっているというご答

弁がありました。その中で、その市長公約でもあ

りました、この総合的な結婚、出産、子育ての支

援策の中の結婚サポートセンターの設置というこ

とがうたわれております。この件について予定を

お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 結婚について、結婚サポート

センター設置をしたいということで公約として掲

げておりますし、このサポートセンターについて

は、栃木県も相当力を入れた形で今取り組んでい
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らっしゃるということでございます。こちらのほ

うと連携をさらに強めて、結婚対策に臨みたいな

と思っておるところでございます。 

  また今回、６月の補正ではございますけれども、

今現在提案をしておりまして、結婚対策事業とい

うことで予算を計上させていただいているところ

でございます。結婚に対する市民意識調査、それ

から結婚に対する総合戦略、そういったものを今

回策定をして、最終的には本市の結婚サポートセ

ンター、そういったところにこう結びつけられれ

ば一番ありがたいなというふうな形で、今現在考

えているところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） そうしますと、そうで

すね、補正予算に500万が計上されています。多

分この後、質疑等がありますから、その中でも出

るのかなと私は思いますので、余り詳しくはやり

ませんが、この結婚サポートセンター、市長はい

つごろ開業したいというふうに考えておりますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 先ほどちょっと答弁の中で申

し上げましたが、これから意識調査、そういった

ものを実施したいと。これは予算が通ってからの

話ではございますけれども、そういったものを踏

まえた上で、でき得ればなるだけ早い時期にこう

いった組織化ができればいいなというふうに考え

ているところであります。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） ３月の質問の中でも、

この人口減少についてはありました。前任の阿久

津市長は、どちらかというと外からの人を入れる

という政策をとっていたのかなと私は思います。 

  君島市長におかれましては、この中で那須塩原

市民が結婚をして、そこで出産をしていただいて

子育てにも力を入れ、それで人口をふやすという、

どちらかというとそういう方向なのかなと今、判

断をしたところでございますが、それだけではど

うしても、多分人口はふえるのは難しいのかなと

現状では思います。 

  市外からその若い人を呼び、そして定住を促す

ような施策、今までもございました。それと同時

に、その雇用の増加を達成するような施策につい

て、お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 市内の中だけで人口をふやそ

うというのは、なかなかこれは難しい話でござい

ますので、やはり今まで那須塩原市が進めてきま

した定住促進、そういったものにさらに力を入れ

たいなというふうに思っております。 

  これについては、やはり市内の雇用の場、職場

がなければ、やはり新たな人たちはなかなか来て

くれないということでございますので、私は先頭

に立って新たな企業誘致、そういったものにも取

り組んでいきたいというふうに考えております。 

  それが那須塩原市の指導者としてのやはり役割

なんだろうというふうに思っておりますし、それ

から今現在、市内でしていただいております企業

がたくさんいらっしゃるわけですけれども、そう

いったところにもお邪魔をいたしまして、１人で

も２人でも雇用をふやしていただけるような形で

お願いをしたいと思っております。 

  既に市内の企業の訪問を始めておりまして、そ

ういったお願いをしてきたところでございます。 

  これからもこれは継続していきたいと考えてお

ります。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 市内の企業の訪問をす

るという、今ご答弁がございました。 
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  市内にはもちろん大手企業という企業もあり、

もちろん中小企業もあります。でも、一番多いの

は、いわゆる零細企業と言ったらいいんでしょう

かね、そういった企業があります。それで、現実

にはそのような企業というのは、新たに人を雇え

るような状況ではないという、現在の経済状況の

中ではそういう状況かと思います。 

  そういったことも含めまして、しっかりと従業

員雇用の増加につながるような、これも施策も一

つ考えていただきたい。 

  企業誘致というお話も先ほどあったかと思いま

すが、その辺も含めまして、今後それがどういう

ポジションになるのか、その人口減少時代に対し

てのポジションになるのか、市長はどのように考

えているのか、その件だけちょっとお聞きします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 全国的にやはり人口減少とい

うふうな傾向が今進んでいるわけですし、ご多分

に漏れず、この那須塩原市も人口減少の時代に入

ったという状況でございますので、これらを何と

か歯どめをかけたいと。なかなかこれをふやす、

今現在11万7,000人から11万6,000人という人口を

有しているわけですが、それ以上のものといって

もなかなか難しい状況にあるんだろうというふう

に思っております。 

  そういった中で、何とか維持をしたいというふ

うなことで、努力をこれからしていきたいなと思

いますし、この人口減少対策がやはり那須塩原市

の施策の中でも相当大きなウエートを占めるだろ

うというふうに思っているところであります。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） そのようなお考えがあ

るということを聞いて、私も安心をいたしました。 

  それでは、⑵のほうの近隣市町との連携につい

てお伺いします。 

  昨年でございますが、消防が那須地区消防とい

うことで合併をされて、一つの消防になりました。 

  この近隣市町との連携という中で、もちろん広

域事務組合というのがございますが、まず、市長

が考えている近隣市町というのはどの範囲までを

近隣市町と考えているのか、まずお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 私が考えております近隣市町

といいますのは、まず第一義的には、那須町そし

て大田原市ということがございます。そのほかに

旧那須地区という大きなくくりがございますし、

那珂川町もございます。これは那須地域の定住自

立圏の中にもメンバーとして入っておりますし、

それから塩谷地区で申しますと矢板、そういった

ものも間違いなく入ってくると、そういうふうに

考えているところであります。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） そうですよね、その辺

かなとは私も思っております。 

  その中で、先ほど申し上げたように、消防が一

つになった、那須塩原市にはそのほか那須町との

連携で一緒にやっています火葬場あるいは市場等

もあります。その辺を含めて、ただいま申し上げ

た、市長が答弁なされました近隣市町を含めた連

携というものは、どのように今後進めていくのか、

お考えをお示しをいただければと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ご質問がございましたが、私

どものほうとそれから那須町で共同経営しており

ます一部事務組合が２つございます。市場、そし

て火葬場ということでありますけれども、当面は

これは存続を私はしていきたいなと思います。 
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  ただし、火葬場については施設ですので、相当

やはり老朽化が進むことも将来は考えられるであ

ろうということで、これは那須町そして大田原市

さん首長さん方と、今後そういった時期が来まし

たときにはじっくり議論をさせていただいて、将

来的にはそういった方向性を見出していきたいな

と思います。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 理解をしました。 

  それでは、ちょっと施設ではない件になります。 

  先日、熊本の大地震がございました。その中で、

那須塩原市も救援物資支援ということで、被災地

に支援をしました。 

  これも下野新聞ですが、その前に報道では大田

原市が先に行動を起こした、そのようなことがあ

りましたが、もちろん東日本大震災のときもさま

ざまなご意見がありました。 

  そういった緊急時あるいはそういった災害時に

ついて、今おっしゃられました近隣市町との連携

は図れるものかどうか、ちょっとお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） ４月の熊本地震におきま

しては、近隣市町、例えば大田原市あるいは那須

町の連携というのはございませんでした。栃木県

との取りまとめあるいは調整といったものもござ

いませんでしたので、必要な支援物資のほうを、

熊本県からご紹介がありました４つの自治体のほ

うから、全国産廃問題市町村連絡会のかかわりが

ありました宇城市のほうに支援を行わせていただ

いたというようなことでございまして、また、大

田原市あるいは那須町さんのほうでも、それぞれ

事情がありまして、関係があるところにお送りし

たというふうなことを聞いております。 

  やはり、災害時の連携でありますが、１つには、

協定を結んでおりますので、そんなところから近

隣市町からも応援が受けられるというふうに認識

をしているところでございますし、また、こうい

うふうな支援をするというふうなところにおきま

しても、今後はそういった連携も必要であろうと

いうふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 総務部長のほうから答

弁をいただいたわけですが、そうですね、私もそ

う思います。 

  相手方、被災地側というんですかね、でも、い

ろんな救援物資等をいただいた中で、いろんな問

題が発生するとお聞きします。 

  そういったことも含めまして、個別に行くので

はなく、できればその大田原市さん、那須町さん、

この広域事務組合で一緒に組んでいる市町とぐら

いは、声をかけ合って取り組んでいければいいの

かなと私は思いますので、今のご答弁だと、その

ような方向も考えられるという話でございますの

で、どうか取り組んでいただきたいと思います。 

  それでは、⑶のほうに移ります。 

  行政連絡員等、いわゆる非常勤勤務の報酬でご

ざいます。 

  ご答弁の中では、労務実態等を勘案の上、決定、

運用しているというご答弁がございました。 

  当然ながら、行政連絡員の報酬等については、

その算出方法については、我々は議員は皆さん承

知しているところでございます。 

  しかしながら、実はこの行政連絡員、大きい自

治体はちょっと僕よくわかりませんが、私が住ん

でいるあたり、おおむね50軒、自治体自体が50戸

あるいは60戸ぐらいの自治体だと、この行政連絡

員、なり手がいないというのが現状でございます。 

  私の地域においては、簡単に言うと順番制で行
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政連絡員を選んでいる。この行政連絡員がもちろ

んその行政連絡員の役割をしっかりと把握でき、

そして行政連絡員と自治会長を兼ねているもので

すから、その辺が非常に負担が多くなっている。

特に、近年になりましては、自主防災組織、ある

いは来年度から始まります、地域助け合い運動

等々も立ち上げていかなければならない。 

  そうしますと、行政連絡員に当たった方が、し

かも私のところは単年でございます、１年交代で

ございます、当たった年の方がそういったものを

全て受け入れなければならないような状況にあり

ます。 

  行政連絡員の報酬は、実務の実態等を勘案して

というお話がありました。その辺について、まず、

その行政連絡員の役割というのは、業務内容につ

いて、まずはお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 行政連絡員さんの役割と

業務内容ということでございますが、行政連絡員

につきましては、各地区の自治会長さんに委嘱を

してお願いしているというようなところでござい

ます。 

  実際どのようなことをやっていただいているか

と申しますと、ちょっと大きな話をさせていただ

きますと、市政の健全な運営を目的といたしまし

てというようなところの目的が入りますが、その

中で、市民の皆様に行政情報をこまめに正確に届

けていただくというのが役割だということでござ

います。具体的には、市からの文書ということで、

広報なすしおばら等を月２回、各世帯のほうにご

配布いただいているというようなところでござい

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） ただいまご答弁になら

れました業務だけでしたら、非常に現状の報酬で

も間に合うのかなと私は思います。 

  しかしながら、先ほど申し上げたように、さま

ざまな業務が、もちろん自治会長としての仕事に

なるのかとは思いますが、兼ねている状況の中で

は、行政連絡員、とてもとても俺のところに回っ

てきたんでは俺はこなせないよと、特に俺はサラ

リーマンだから、こんなこと順番で回ってこられ

てもできないよというのは現状でございます。 

  その辺を含めまして、この報酬について見直し

を考える時期かなとは思っておりますが、その辺

についての考えをお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 再度ご質問で、報酬の見直し

を考えたらいかがかというふうなことでございま

した。 

  今現在、この行政連絡員の方々からこの報酬

等々に関するお話はちょっと出ておりませんけれ

ども、先ほども答弁の中で申し上げましたとおり、

実態をさらに十分に調査をした上、報酬について

もちょっと研究をさせていただきたいなと思いま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） ちなみにでございます、

この見直し、前回はいつごろされたかだけ、ちょ

っとお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 行政連絡員の報酬の見直

しということでございますが、こちらにつきまし

ては、３市町が合併したときに統一しなくてはな

らないということで、見直しを行っています。そ

れを実際、適用したのが平成17年の４月１日から

ということでございますので、それ以降現在に至
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るまで、見直しのほうは行っていないというよう

な実態でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） といいますと、10年間

は現状維持だったということだと思います。 

  それに比べてその連絡員がする仕事、自治会長

と、これもだから、ちょっと難しいところがある

んですけれども、行政連絡員は行政連絡員だと、

それだけの仕事だよとなれば、それはそれなんで

すけれども、自治会長も含めまして兼ねてやって

いる人たちを考えますと、労務が非常にふえてい

る、そのようなことを感じられます。 

  先日、私どもが議会報告会、私ども第２班でご

ざいましたが、鍋掛公民館でその報告会をやりま

した。その中で、先ほど申し上げた、この地域住

民助け合い事業のことについて、いろいろ話し合

いをしたわけでございます。その中でもこのよう

なお話が出ました。 

  ですから、この自治会長あるいは行政連絡員が

大変でならないというお話が出ました。その辺も

含めまして、そういう意見もあるということがあ

りますので、その辺も検討していただければと思

います。 

  改めて、市長の市政方針について伺ったわけで

ございます。最初に申し上げましたが、３月議会

において、多くの質問に対し市長は答弁をなされ

てまいりました。私が気づいた点は、先ほど申し

上げたとおりでございますので、選挙において君

島市長は市民からいわゆる信任を得たわけでござ

います。当然ながら、しっかりとしたリーダーシ

ップをとっていただき、今後の那須塩原市の子ど

もたちが生き生きと育てられるような環境づくり、

あるいは社会福祉、多くの問題はあるかと思いま

すけれども、しっかりと遠慮せずに政策を打ち上

げていただきたい、そのように思っております。 

  多分、我々議会側としても、その市長が提案す

る議案あるいはそういったことに対しては、間違

いなく是々非々という立場で対応を図ると思いま

す。 

  ですから、何度も申し上げますが、市民から信

任を受けた市長でございますので、もちろん公約

はあるかと思います。公約をしっかりと実施する

とともに、私が一番恐れているのは、市民の声を

多く聞くという言葉が答弁の中で数多く出ます。 

  問題は、市民の声を聞くということで、聞くだ

けになって、いわゆる市民が伝えたいことを聞い

ただけで、いわゆる市民のガス抜きになるだけで

は困るなと思っています。 

  ですから、聞いた以上は政策として取り上げら

れるかどうかをしっかり判断をしていただいて、

できないものはできないとはっきりお答えし、で

きるものについてはしっかりと予算化をし、実施

していただきたい。それに当たりましては、先ほ

どから申し上げているように、しっかりと方向づ

けをしていただいて、市長の思うような市政運営

をやっていただきたい。 

  ３月議会の質問等の答弁に当たっては、少し議

会に対して遠慮しているのかなというふうに私は

とれました。どうでしょうか、その辺お願いしま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 私は市議会に対して遠慮をし

ていることはないとは自分では思っておりますけ

れども、これから与えられた４年間という任期が

まずございます。この中で、私が考えたまちづく

り、そして将来的に那須塩原市がもっとよくなる

まちづくり、そういったものに向けて全力で取り

組んでいきたいなというふうに思っているところ

でございます。 
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○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 今回の質問において、

私が市長にこう伝えたいというかは通ったかどう

かよくわかりませんけれども、質問という形でそ

のようなお話をさせていただきました。 

  何度も繰り返します。どうぞ、強いリーダーシ

ップのもと、那須塩原市をすばらしい市に構築し

ていただくことをご期待申し上げ、私の敬清会と

しての会派代表質問を終わらせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員の会

派代表質問は終了いたしました。 

  以上で、会派代表質問者通告者の質問は全て終

了いたしました。会派代表質問を終わりたいと思

いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  会派代表質問を終わります。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時０９分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４４号～議案第４７号の

質疑 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第２、議案第

44号から議案第47号までの条例改正案件４件を議

題といたします。 

  以上に対し質疑を許します。 

  ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 議案第46号 那須塩原市

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例案につい

ての質疑なんですが、資料のほうで、資料の11ペ

ージ、改正案第10条の３、⑷学校教育法の規定に

より、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校と

ありますが、この義務教育学校が入った理由をお

伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 義務教育学校が入

った理由ということですので、私のほうからご答

弁させていただきたいと思います。 

  放課後児童健全育成事業の設備、運営に関しま

しては、まず基準というものが定められておりま

して、その基準におきまして本市の条例を定めて

おるところでございます。その基準の中で、今回、

国において児童福祉法の中の設備、運営に関する

基準という、そのもとになっているところが改正

されたことによって市の条例を変えたのですが、

その大もとのところ、学校教育法等の一部を改正

する法律の施行によりまして、支援員の資格の要

件に義務教育学校の教諭となる資格を有する者と

いう資格の要件が追加されたというところになり

ます。 

  ですから、一番発端となっておりますものは、

学校教育法の一部を改正する法律の施行によるも

のでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ほかにございませんか。 

  14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 今の関係なんですが、

私ちょっとわからないので聞くんですが、義務教

育学校というのはどんなものなのか、ちょっと確
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認をお願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先ほど子ども未来部長か

らありましたとおり、学校教育法が改正になりま

して、その中に従来の小学校それから中学校、こ

の２つを一貫して教育を行う新たな教育をする学

校として「義務教育学校」というものを国のほう

が法制化したということでございます。 

  ただ、内容につきましては、当然のことながら

学習指導要領をもとに教育を受けるわけでありま

すので、小学校及び中学校の課程を履修するとい

うことについては、これは何ら変更はございませ

ん。ただ、従来のように、小学校６年間で一区切

り、中学校３年間で一区切りではなくて、いわゆ

る９年間一貫したカリキュラムのもとに子どもた

ちが学ぶというようなことでの新しい仕組みを一

つ加えたということでございます。 

  当然のことながら、免許につきましても、従来

どおりの小学校では小学校の免許を持った先生が、

中学校では中学校の免許を持った先生がというこ

とでありますが、それに加えて、先ほど話が出ま

したとおり、義務教育学校としての免許、これは

まだ免許法の改正がまだ終わっておりませんけれ

ども、そういったものに充てるというようなこと

を当然見通した上での新たな学校ということで、

理解をいただければというふうに思います。 

○議長（中村芳隆議員） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） ほかに質疑がないようで

すので、議案第44号から議案第47号までの条例改

正案件４件に対する質疑を終了することで異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４２号の質疑 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第３、議案第

42号 一般会計補正予算案件を議題といたします。 

  以上に対し質疑を許します。 

  20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、一般会計

補正予算の第１号、予算書の10ページ、11ページ、

執行計画書の３ページ、先ほど会派代表質問で出

ておりましたけれども、結婚に関する市民意識調

査及び総合戦略策定に対する予算のところでござ

いますが、ここの500万円の予算、つまりこの計

画が６月補正で出てきた理由を聞かせてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 結婚対策事業ということ

でございますが、内容につきましては、先ほど市

長のほうから説明があったというようなところで

ございまして、これがなぜ６月かと申しますと、

この事業につきましては市長の公約事業というこ

とで、できれば当初の予算の中で計上したかった

という実情がございますが、そんな中で当初の段

階では、やっぱり内容的なところで、大まかです

よ、大きい意味での内容のところで基本的な考え

方とか、どういうような進め方をしていくのかと

いったところが、まだしっかりと整理し切れなか

ったものですから、やはりそういうような状況の

中で、そうは言いながらも公約事業ということで、

少しでも早くしなくてはならないということがあ

りまして、そういうものを整理した上で６月に計

上させていただいたというのが実態でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 
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○２０番（山本はるひ議員） その理由はわかりま

した。 

  次に、この事業の予算が、総務費の１項11目の

男女共同参画費に入っていて、シティプロモーシ

ョンとか定住促進に入っていない理由をお聞かせ

ください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 予算の場所ということで

ございますが、こちらにつきましては、どこの部

署が担務するかというようなところで、ちょっと

内部的に調整をしなくてはならなかったという状

況がございます。 

  そんな中で、今般、関係する部の部長同士の相

談をしまして、その内容について市長、副市長の

ほうにご説明申し上げまして、結婚支援対策の総

合調整につきましては、市民協働推進課のほうで

担務するというようなところで落ちついたという

ことでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それも了解をいたし

ました。 

  次に、これ、郵便料が29万1,000円と、それか

ら意識調査と総合戦略の策定が470万9,000円にな

っているんですけれども、この意識調査を、多分

委託料なので委託をすることになっているんです

が、この委託をどんな形でするのか、また、総合

戦略策定もその委託をするのか、この中身につい

てお聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 総合戦略の策定について

は、できれば県内のシンクタンクといったところ

に業務を委託していけないかということで、今、

検討を進めているというところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） この意識調査も一緒

にやるということで、よろしいのですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 意識調査につきましては、

その調査票の郵送、相手方に送り届けるのと回収

については市がやるということで、その戻ってき

たものの集計、分析については委託をしたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） そういたしますと、

男女共同参画の係のところでは、この市民意識調

査及び総合戦略策定の企画そのものはやらないと

いうことの理解でよろしいわけですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 市民協働推進課としては、

やはりアンケートの設問のところからもかかわっ

てまいりますし、あとは総合戦略の骨組みといっ

たところに関しては、しっかりと市としての考え

方をお伝えして物事をつくっていくというような

形になると思います。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） そうですね、このご

ろ大変、市民への意識調査とかアンケートが多い

と思うんですが、物によっては庁内でそれをつく

って、それを分析しているところがありました。 

  結婚の調査というのは非常に単純なことだとは

思うんですが、これを改めて外部に出すというこ

とで、内部でそれをやるということは考えなかっ

たのかどうかをお聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 
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○企画部長（藤田輝夫） 先ほどもお答えしました

とおり、設問については我々も当然のことながら

絡んでいくというのは同じでございますが、私自

身が思うには、そんなに簡単な設問でもないかな

と。設問の出し方というのは、ちょっと知恵を使

わなくてはいけないなというように思っています

ので、そこは市とシンクタンクの中でしっかりと

した設問を設けて、それを要はしっかりと答えを

導くことによって、その相手のニーズというんで

すかね、そんなものを適切につかんでいきたいな

というふうに思っているところです。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 先ほどの代表質問の

中でございましたように、結婚サポートセンター

にこれをつなげていきたいということだったんで

すが、このアンケートを、意識調査と総合戦略の

策定をすることが、結婚サポートセンターに結び

つくという、そのためにやるということでよろし

いわけですね。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 先ほど市長も答弁されて

いましたが、結婚サポートセンターにつきまして

は、やっぱり結婚施策を推進していくための拠点

施設ということになります。 

  そんな中で、その拠点施設はつくったのはいい

ですが、そこでやる事業そのものがどういうもの

があるかということになりますと、議員ご承知の

とおり、今、市のまち・ひと・しごと総合戦略の

中で重要施策として結婚というテーマを持って、

それに対して事業を整理していますが、その事業

が２つしかないといった状況でございますので、

果たして２つで実のある結婚支援ができるかとい

いますと、私は甚だ疑問でございますので、器も

つくるが、しかし事業内容も充実させたい、それ

で来年度からやっていくと、そういう覚悟でござ

います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、補正予算執行

計画書の中から、10款教育費、１項４目学校運営

支援費、新規教育情報化推進指導員ＩＣＴ事業サ

ポート派遣についてなんですが、まず、派遣につ

いての経緯についてお伺いをいたします。 

  また、今までにどのような課題が出ていたのか

もお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 櫻田貴久議員に申し上げ

ます。 

  一問一答なので、一問ずつ質問をお願いします。 

○７番（櫻田貴久議員） 了解しました。 

  それではまず最初に、派遣についての経緯につ

いてお伺いをします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） ＩＣＴ支援員の派遣の経

緯でございますが、現在までに豊浦小学校を中心

に実証、研究を行ってきているところでございま

す。 

  その際においても、やはり情報機器の的確な使

用というものが必要になってくるものですから、

今回、日新中学校区に新たに実証を行うという展

開を進めていく中では、同じようにやはりＩＣＴ

の支援員を置いて、より中身のあるものにしてい

きたいということでの配置でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 機械等に関するトラブル

等なんかの課題もあったと思うんですが、そうい

ったものを考慮するという意味での派遣というこ

とで認識してよろしいのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 
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  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、豊浦小学校に導入

した際に、ＩＣＴ支援員を１名常駐させました。 

  このことによって、先生たちは機器の操作にか

ける時間をＩＣＴ支援員の方にお願いすることに

よって、教員本来が授業の準備にかける時間に十

分な時間をかけることができて、なおかつ授業の

中でうまく機器を活用した授業を展開することが

できたという点では、大変メリットがあったとい

うふうに考えております。 

  また、台数も多くあるわけですので、そちらの

ほうの補修等も含めたときには、機器の的確な運

用に当たっての技術的な支援というものはＩＣＴ

支援員の方にお願いすることが望ましいと思いま

すし、今後、国もチーム学校という形でさまざま

な立場から教育活動に当たるというような体制も

とることを、方向性を示してきておりますので、

そういった意味でも大変有効になってくるのかな

というふうに期待をしているところであります。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 派遣員は学校の先生では

ありませんよね、その辺一点確認します。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 確かにＩＣＴ支援員の方

は教員の免許を持っているわけではありません。 

  ですが、先生方と綿密な打ち合わせをして、授

業のあり方等については十分理解をして、そのサ

ポートをするということにつきましては、豊浦小

学校の研究の中で、大変たくさんのノウハウを

我々は得たなというふうに思っておりますし、そ

ういったことを事前にＩＣＴ支援員の打ち合わせ

等で十分理解をしていただくということで行ける

だろうというふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 今回は日新中学校学校区

ということなんですが、指導員の数は１人でよろ

しいのでしょうか、何人なのかもその辺もお伺い

します。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 理想を申し上げれば、各

学校に１人ずつ常駐するということが望ましいこ

とであろうとは思いますが、実際のところ予算的

なものもありますので、日新中学校とそれから鍋

掛小学校をそれぞれ、日によって半日ずつ受け持

つか、あるいは場合によっては、授業のこまの入

れ方によってはどちらの学校に行くかというあた

りは、それは臨機応変に柔軟に対応していくこと

ができるだろうと思っておりますので、現実的な

問題として、２校で１名の支援員で実施をしてい

きたいと考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） ほかに質疑がないようで

すので、議案第42号 一般会計補正予算案件に関

する質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４３号の質疑 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第４、議案第

43号 特別会計補正予算案件を議題といたします。 

  以上に対し質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） 質疑がないようですので、

議案第43号 特別会計補正予算案件に対する質疑
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を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４８号及び議案第４９号

の質疑 

○議長（中村芳隆議員） 次に、日程第５、議案第

48号及び議案第49号のその他の案件２件を議題と

いたします。 

  以上に対し質疑を許します。 

  13番、磯飛清議員。 

○１３番（磯飛 清議員） 49号のほうで質疑をし

ます。黒磯那須共同火葬場組合規約の一部改正変

更についてであります。 

  今回、規約が改正される内容については、市民

には歓迎すべき改正だと解釈しておりますが、こ

の改正に至った経過をお聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） それでは、規約の改

正に至った経過についてご説明いたします。 

  黒磯那須共同火葬場の使用料につきましては、

合併以来、旧黒磯市の区域の住民とそれから旧西

那須野、塩原の住民の方々に差が生じておりまし

た。西那須野、塩原の住民のほうがちょっと高い

という状況が続いておりました。 

  このたび那須町との協議が調いまして、その不

公平を解消という形で規約の改正を行いまして、

来年の４月から実施するということでございます。 

  なお、その差額につきましては、今までは補助

金の交付という形で対応させていただいたところ

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 13番、磯飛清議員。 

○１３番（磯飛 清議員） ただいまの説明の中で、

今まで、従来は差額は市のほうで利用者に補助と

して支給していたということなんですが、今回の

改正は、那須町との協議の中で市の負担割合とい

うか、那須町と黒磯地区、塩原地区、西那須野地

区、全て同じ料金でやるということで、市の補助

は出ないということの解釈でよろしいんでしょう

か。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 議員のおっしゃると

おり、そのとおりでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 13番、磯飛清議員。 

○１３番（磯飛 清議員） ちなみに今まで、前年

度でも結構なんですが、黒磯地区外、西那須野地

区、塩原地区の利用状況というのがわかればお聞

かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 昨年度、平成27年度

の利用状況でありますが、旧西那須野町、旧塩原

町の方の利用件数、21件の利用がございました。 

  以上でございます。 

○１３番（磯飛 清議員） 了解しました。 

○議長（中村芳隆議員） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆議員） ほかに質疑がないようで

すので、議案第48号及び議案第49号のその他の案

件２件に対する質疑を終了することで異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（中村芳隆議員） 以上で本日の議事日程は

全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時３１分 

 




